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ご 連 絡

冠省 失礼いた します。

貴社 よりの令和 2年 9月 11日 付回答書及び同月 25日 付建物賃貸借契約書の条

項 (一部抜粋)を記載 した書面を拝受 してお ります。

貴社が使用 される建物賃貸借契約書の条項について,再度検討いた しましたが,や
は り,消費者保護の観点から問題があると思料いた しますので,下記のとお り是正申

入れをさせていただきます。

なお,貴社の見解や対応につきましては,令和 3年 2月 1日 までに当法人宛て,書
面にてご回答いただきますようお願い申し上げます。

草々

記

1 第 18条 (契約の解除)

「賃貸人からの解除は信頼関係の破壊が要件であることは大前提であるJと のこ

とですが,同条 2項は,解除の要件 として,「 甲乙間の信頼関係が損なわれたと認

められるとき」と信頼関係破壊の要件が明示されているのに対 し,同条 1項は,信
頼関係破壊の要件が記載 されていません。そのため,同条 2項では信頼関係破壊が

要件 とされているが,同条 1項では要件 とされていないと解釈できます。

また,同条 2項は,「賃料等の支払いを 2ヶ 月以上遅延 したとき」 と記載 されて

いるのに対 し,同条 1項は
'賃

料等の支払を怠つたときはJと の記載があるのみで ,

賃料支払を解怠 した回数や金額等の基準は示 されてお りません。そ うすると,同項

は,一度でも賃料の支払を怠 り,相 当の期間をもつて催告が行われ,その期間内に

履行がされない場合には,解除が認められる条項 と読み取れます。 しか し,事情を

総合考慮 して信頼関係の破壊が認められなければ,一度の賃料支払の佛怠で催告解

除が認められることはあ りません。特に,一般消費者は,同条 1項により,一度で



も賃料の支払いが滞つて催告を受けた場合には,賃貸人は解除できると理解すると

思われます。

同条 1項は催告解除,同条 2項は無催告解除の規定であり,その他差異がないの

であれば,同条 1項についても「甲乙間の信頼関係が損なわれたと認められるとき」
の要件を明示すべきです。

本条項は,信頼関係の破壊の点に触れず,一度の賃料支払の悌怠で催告解除を認
める条項であり,これは消費者の義務を加重する消費者契約の条項であつて,信義
則に反 して消費者の権利を一方的に害するものとして,消費者契約法第 10条に反
して無効であると考えます。

2 第 10条 2項・ 1項 (汚損・破損等の届出)

民法 621条 但書により,賃借物を受け取つた後に生 じた損傷について,損傷が

賃借人の責めによらないものであることを立証する責任が賃借人にあることは,ご
指摘のとお りです。

しか し,上記立証責任が但書として定められていることか らすれば,同条本文に
ついて,通常損耗等を除く損傷が,賃借人が賃借物受取後に生 じたものであること

の立証責任は,賃貸人が負 うと解されます。賃借人が使用開始するまでの賃借物の

損傷状況は,賃借物の所有者である賃貸人が把握すべきものであ り,賃借人が使用

開始後に損傷を生 じさせたたことは,賃貸人が立証すべきでことです。

本条項は,対象物件引渡 し後 14日 以内に,対象物件内の建物または設備に存す

る汚損・破損等を賃貸人の指定する方法で報告 していないものは,賃借人の入居中

に発生 したものと推定するとい う規定です。本条項によれば,賃借人が賃借物の損

傷状況を調査 し,賃貸人に報告 しなければ不利益を受けることになります。本来 ,

賃借人が使用開始後に生 じた損傷であることを賃貸人が立証すべきところ,一方的

に,賃借人に調査・ 報告義務を課 して,実質的に立証責任の転換を図る規定です。

実際に紛争 となれば,賃借人は使用開始時の賃借物の損傷状態を調査 し,こ の状況

を記録するに留まらず ,損傷状況を引渡 し後 14日 以内に賃貸人に報告をしたこと

の記録まで整えていなければ,本条項の推定規定により原状回復義務を負 うことに

な りかねません。

そのため,本条項は,消費者の義務をカロ重する消費者契約の条項であつて,信義

則に反 して消費者の権利を一方的に害するものとして,消費者契約法第 10条に反

して無効であると考えます。

以上
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